
特殊詐欺防止通信
新 た な 手 口 の 紹 介

（第二十六弾）

みなさん、詐欺グループは社会の変遷や
時代の流れにつけこみ、手を変え品を変え、
みなさんをだまそうとしてきます。
今回ご紹介する詐欺の手口は、過去にも

紹介した架空請求詐欺です。
以前は、身に覚えのない内容や料金の請求

が葉書やメールで届いていると紹介しました。
現在もその方法でみさなんをだまそうと

してきます。
加えて、はがきやメール以外でみなさんが

ドキッ！としてしまう【封筒】で届く手口が
あります。

特徴として、封書で
〇【重要】と印が押されている。
〇訴状、提訴の告知等と書かれている。
〇弁護士の名前や印鑑がある。
〇裁判所名や連絡先が記載されている。

といった内容の書類が郵送されてきます。

この手口は、これまでみなさんが見たり、
聞いたりした、「はがき」や「メール」と
比べると真実味や危機感を強く感じませんか？
でも、過去にも紹介しましたが
★記載された番号に絶対、電話をしない！
★1人で判断せず、警察や家族に相談する！

ことを守ってもらえれば、被害にあう可能性
は低くなりますし、自己防衛になります。

～裏面に続く～

智 頭 警 察 署

令和元年1 1月



＜実際に送られてきた詐欺の文書です＞

これは詐欺です！

ご自身で判断できないときは、
ご家族や警察などに相談しましょう。
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